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税務訴訟資料 第２６２号－１３５（順号１１９８５） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消等請求事件 

国側当事者・国（緑税務署長） 

平成２４年７月３日棄却・控訴 

判 決

原告 Ａ株式会社 

同代表者代表取締役 甲 

同訴訟代理人弁護士 鈴木 康司 

同補佐人税理士 江原 均 

被告 国 

同代表者法務大臣 滝 実 

処分行政庁 緑税務署長 

川勝 修一 

同指定代理人 関根 英恵 

茅野 純也 

服部 文子 

奥田 芳彦 

村上 広行 

藁谷 貴弘 

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 処分行政庁が平成２２年７月３０日付けで原告に対してした平成２０年４月１日から平成２１

年３月３１日までの事業年度分の法人税の更正処分（以下「本件更正処分」という。）のうち所得

金額２２億８８７５万６０８５円、法人税額６億８５２２万２９００円を超える部分及び過少申告

加算税賦課決定処分（以下、「本件賦課決定」といい、本件更正処分と併せて「本件更正処分等」

という。）のうち２６万６０００円を超える部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、結婚式場、披露宴会場の運営等を目的とする株式会社である原告が、専門結婚式場等の

敷地の用に供することを目的として、事業用定期借地権設定契約（以下「本件契約」という。）を

締結した際、仲介業者に対して支払った仲介手数料（以下「本件仲介手数料」という。）の金額を

平成２１年３月期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの事業年度をいう。以下同

じ）の損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、本件仲介手数料につ

いて、本件契約の締結により設定された事業用定期借地権（以下「本件定期借地権」という。）を
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取得するために支出したものであり、本件定期借地権の取得価額に含めるべきものであって、平成

２１年３月期の損金の額に算入されないなどとして、平成２１年３月期の法人税の更正（本件更正

処分）及び過少申告加算税賦課決定（本件賦課決定）を受けたため、本件仲介手数料は平成２１年

３月期の損金に算入されるべきであり、これをしなかった本件更正処分等には法令の解釈・適用を

誤った違法があるなどと主張して、その一部取消しを求める事案である。 

１ 関係法令及び通達の定め 

(1) 法人税法２条２２号関係 

固定資産とは、土地（土地の上に存する権利を含む。）、減価償却資産、電話加入権その他の

資産で政令で定めるものをいう（法人税法２条２２号。なお、法人税法施行令（以下「施行令」

という。）１２条参照）。 

(2) 法人税法２２条関係 

ア 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金

の額を控除した金額とする（１項）。 

イ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする（３項柱書き）。 

(ア) 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額

（同項１号） 

(イ) 上記(ア)に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用（償

却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。）の額（同

項２号） 

(ウ) 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの（同項３号） 

ウ 当該事業年度の収益の額及び上記イ(ア)ないし(ウ)に掲げる当該事業年度の損金の額は、

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする（４項）。 

(3) 施行令５４条１項１号関係 

購入した減価償却資産の施行令４８条から５０条まで（減価償却資産の償却の方法）に規定

する取得価額は、以下の金額の合計額とする（１項柱書き及び１号柱書き）。 

ア 当該資産の購入の代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資

産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額）(イ) 

イ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(ロ) 

(4) 施行令１３７条関係 

借地権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使

用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金を

収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地の価額に照

らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正

常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものと

する。 

(5) 施行令１３８条関係 

ア 内国法人が建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定により他人に土地を使用さ

せる場合において、その借地権の設定によりその土地の価額が２分の１以上下落するときに、

設定の直前における当該土地の帳簿価額に、その設定の直前における当該土地の価額のうち
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に借地権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があった日の属する事業年

度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する（１項）。 

イ 上記アの規定に該当する場合において、借地権等の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付

けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け（いずれの名義をもってするかを問わず、

これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。）その他特別の経済的な利益を受ける

ときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利

益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもってその

借地権等の設定の対価として支払を受ける金額とする（２項）。 

(6) 法人税基本通達７－３－８関係 

借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は転貸借契約に当たり借地権の対価として土地

所有者又は借地権者に支払った金額のほか、借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の

額を含むものとする（乙１３。法人税基本通達（以下「基本通達」という。）７－３－８柱書

き及び(3)）。 

(7) 基本通達７－３－１６の２関係 

減価償却資産以外の固定資産の取得価額については、別に定めるもののほか、施行令５４条

（減価償却資産の取得価額）の規定及びこれに関する取扱いの例による。 

(8) 基本通達１３－１－１０関係 

 法人が借地権の設定等に当たり保証金、敷金等の名義による金銭を受け入れた場合において

も、その受け入れた金額がその土地の存する地域において通常収受される程度の保証金等の額

（その額が明らかでないときは、借地権の設定契約による地代の３月分相当額とする。）以下

であるときは、当該受け入れた金額は、施行令１３８条２項（特別の経済的な利益）に規定す

る「特に有利な条件による金銭の貸付け」には該当しないものとする。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

(1) 原告等 

原告は、昭和６１年６月１９日に設立された株式会社であり（平成２２年１０月１日に商号

を「株式会社Ｂ」から「Ａ株式会社」に変更）、結婚式場及び披露宴会場の運営、記念品を軸

とした商品の販売並びにサービスの提供を事業内容としている。 

なお、原告は、平成１４年１０月に、株式会社Ｃ（以下「Ｃ」という。）との間で業務提携

を行い、平成２０年４月に、Ｃの完全子会社となっている。 

(2) 本件契約等 

ア 本件契約に先立つ予約契約 

原告は、平成２０年１０月１日、Ｄ株式会社（以下「Ｄ」という。）との間において、Ｄ

の所有する千葉県浦安市内に所在する土地４４５６．３㎡（以下「本件借地」という。別紙

１－１物件目録２記載）につき、専門結婚式場等の敷地の用に供することを目的として、Ｄ

を賃貸人、原告を賃借人とする事業用定期借地権設定契約（本件契約）を締結する旨合意し、

同契約に関し、事業用定期借地権設定予約契約（以下「本件予約契約」といい、同日付けの

本件予約契約に係る事業用定期借地権設定予約契約書を「本件予約契約書」という。）を締

結した。 

本件予約契約書には、おおむね次のとおり記載されている。 
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(ア) Ｄ及び原告は、本件借地について、本件契約を締結する旨合意し、同契約に関し、本

件予約契約を締結する（前文）。 

(イ) Ｄ及び原告は、平成２０年１０月３０日又は同日以前でＤ及び原告が別途書面により

合意する日に、本件契約を締結する（１条１項）。 

(ウ) 原告は、やむを得ない理由により、上記(イ)の期限までに本件契約を締結することが

できない場合には、あらかじめＤに対し書面によりその理由及び新たな期限を示して、Ｄ

の同意を得なければならない（１条２項）。 

(エ) 本件契約における基本事項 

ａ 契約方式（２条１項） 

 公正証書による事業用定期借地権設定契約 

ｂ 賃貸借期間（２条２項） 

 本件契約に基づいて公正証書が作成された日より、平成４２年３月３１日までとする。 

ｃ 地代（２条３項） 

 １か月１３４８万円（消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は別）と

する。ただし、建設着工日より営業開始日までの期間は、原告は、Ｄに対し、上記地代

の３分の１に相当する１か月４４９万３０００円（消費税等別）を地代として支払うも

のとする。 

ｄ 予約証拠金及び敷金（２条４項） 

 敷金は、月額地代の１２か月分の１億６１７６万円とする。原告はＤに対し、本件予

約契約の締結と同時に、予約証拠金として８０８８万円を預託する。ただし、予約証拠

金には利息を付さないものとし、同証拠金は、本件契約締結時に、敷金の一部に充当さ

れるものとする。敷金の残額８０８８万円については、原告は、Ｄに対し、工事着工日

に支払うものとする。 

 また、本件予約契約が解除された場合、Ｄは、原告に対し、速やかに預託された予約

証拠金を返還する。 

ｅ 停止条件（２条７項） 

 Ｄ及び原告は、本件予約契約の効力が、Ｄ及びＥ株式会社との間の平成２０年３月２

８日付け建物賃貸借予約契約が終了することを停止条件として発生することに合意す

る。 

(オ) 上記(イ)の期限（上記(ウ)により新たな期限について同意を得た場合には当該新たな

期限とする。）までに本件契約が締結されない場合、本件予約契約は将来に向かってその

効力を失う（３条１項）。 

イ 本件契約 

 原告は、平成２０年１２月１６日、Ｄとの間において、Ｄを賃貸人、原告を賃借人とする

本件契約を締結し、同契約に係る公正証書（以下「本件公正証書」という。）を作成した。 

 本件公正証書には、おおむね、次の記載がある。 

(ア) 賃貸人Ｄ、賃借人原告及び原告の連帯保証人であるＣは、平成２０年１２月１６日、

別紙１－１物件目録記載１の土地のうち同記載２の借地の部分（本件借地）について、借

地借家法２３条２項に基づく事業用定期借地権設定契約を締結する（前文）。 

(イ) Ｄ及び原告は、本件契約に基づく本件借地に係る借地権が、専ら専門結婚式場の企画
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運営の事業の用に供する別紙２の建物（以下「本件建物」という。）の所有を目的として

設定するものであることを合意し、これが借地借家法２３条２項に定める事業用定期借地

権に当たることを承認した（１条２項）。 

(ウ) 本件契約に基づく賃貸借の期間は、平成２０年１２月１６日から平成４２年３月３１

日までとする（２条１項）。本件契約は、上記期間（２条１項）の満了により終了し、そ

の更新がないものとする（２条２項）。 

(エ) 本件契約における地代（以下「本件地代」という。）は、１か月金１３４８万円（消

費税等別）とする（３条１項） 

(オ) 上記(エ)の規定にかかわらず、平成２０年１２月１６日以降、原告が本件建物の建設

工事に着工することが可能となった日の前日までの期間については、上記(エ)の地代は発

生しないものとし、原告は、工事着工日以降、原則としてＤが指定する営業開始日の前日

までの期間については、上記(エ)の地代の３分の１相当額である１か月金４４９万３００

０円（消費税等別）を地代としてＤに支払うものとする（３条２項）。 

(カ) 原告は、Ｄに対し、敷金として、金１億６１７６万円を預け入れるものとする（４条

１項）。 

(キ) 上記敷金については、利息を付さず、Ｄは、本件契約が終了し、本件借地の明渡しが

完了したときに、原告にこれを返還する。ただし、本件契約に基づく延滞賃料、損害金等

の原告の負担すべき債務が残存するときは、Ｄは、任意に上記敷金をもってその債務の弁

済に充当することができる（４条２項）。 

(ク) 原告は、Ｄに対し、上記(カ)の敷金を以下のとおり支払うものとする（６条及び同条

で引用する「事業用定期借地権設定契約書」２８条３項）。 

ａ 金８０８８万円 

本件契約締結日限り。ただし、原告は、原告及びＤ間の上記ア(エ)ｄの規定に基づき

原告がＤに対して預託した予約証拠金を、上記敷金の一部の支払に充当することができ

る。 

ｂ 金８０８８万円 

 工事着工日限り。 

(ケ) 原告は、本件契約が終了したときは、明渡期日までに原告の費用と責任で、本件建物

及び外構施設のほか、原告が本件借地に敷設又は設置した造作及び設備、基盤施設、その

他原告の所有物等を本件借地から収去し、かつ、原告の責めによる基盤施設の破損又は土

壌の汚染等については修復するなどして、本件借地を原状に復し、これをＤに明渡すもの

とする（６条及び同条で引用する「事業用定期借地権設定契約書」１７条１項）。 

ウ 本件契約に係る原告の経理処理等 

原告は、本件予約契約に基づき、消費税等の額を除く本件地代の６か月分に相当する額８

０８８万円を予約証拠金としてＤに預託し、本件契約の締結日にこれを敷金に充当し、平成

２１年３月期において、新店舗開発に係る敷金保証金として、同額を資産に計上した。 

(3) 本件仲介手数料 

ア 本件仲介手数料の支払 

(ア) 原告は、Ｄとの間で上記(2)アで述べた本件予約契約の締結の際に同契約を媒介した

Ｆ株式会社（なお、同社は、平成２１年１１月４日に商号を「Ｇ株式会社」に変更してい
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る。以下「Ｆ社」という。）から、宅地建物取引業法３４条、３５条及び３５条の２の規

定に基づき、同法３５条１項所定の本件借地に係る重要事項等の説明を受け、同条項で規

定する重要事項説明書を受領するとともに、本件契約成立時に仲介手数料として本件地代

の１か月分に相当する金額を支払うことを承諾した。 

(イ) その後、上記(2)イで述べたとおり、原告は、平成２０年１２月１６日、Ｄとの間で

本件契約を締結し、その翌日である同月１７日、Ｆ社に対し、１か月分の本件地代に相当

する１３４８万円に消費税等の額を含めた１４１５万４０００円を本件仲介手数料とし

て支払った。 

イ 本件仲介手数料に係る原告の経理処理 

原告は、平成２０年１２月１７日付けで、Ｆ社に支払った本件仲介手数料１４１５万４０

００円のうち消費税等の額を除く１３４８万円を支払手数料として計上し、平成２１年３月

期の損金の額に算入した。 

(4) 本件更正処分等に至る経緯 

ア 法人税の確定申告 

原告は、法定申告期限内である平成２１年６月３０日、緑税務署長に対し、別紙３の「確

定申告」の各欄記載のとおり、平成２１年３月期の法人税の確定申告をした。 

イ 本件更正処分等 

 緑税務署長は、平成２２年７月３０日、原告の平成２１年３月期の法人税につき、別紙３

の「更正処分」の各欄記載のとおり、本件更正処分等をした。 

被告が本訴において主張する原告の平成２１年３月期の法人税の所得金額及び納付すべ

き税額等は別紙４（なお、別紙４添付の別表については、別表４－１と表記することとする。）

の記載のとおりであり、本件の争点に関する部分を除き、法人税額等の計算の基礎となる金

額及び計算方法に争いはない。 

(5) 本訴提起に至る経緯等 

ア 原告は、平成２２年９月１７日付けで国税不服審判所長に対し、別紙３の「審査請求」の

各欄記載のとおり、審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、平成２３年４月６日付け

で、原告に対し、同審査請求を棄却する旨の裁決をした。 

イ 原告は、平成２３年７月２１日、本件訴えを提起した。（顕著な事実） 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 

 本件更正処分等の適法性、すなわち、本件仲介手数料は本件定期借地権の取得価額を構成し、

損金に算入されないか否かが争点であり、これに関する当事者の主張の要旨は以下のとおりであ

る。 

（被告の主張の要旨） 

(1) 事業用定期借地権は、法人税法２条２２号及び施行令１２条が定める法人税法上の固定資

産のうち「土地の上に存する権利」に含まれるところ、借地権等の非減価償却資産の取得価額

の範囲については、法人税法上、明文の規定がない。 

 この点、法人税法２２条３項及び４項は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業

年度の損金の額に算入すべき原価、費用及び損失の額について、一般に公正妥当と認められる

会計処理の基準に従って計算されるべき旨規定していることから、借地権等の非減価償却資産

の取得価額についても、上記基準に従い解釈すべきである。そして、上記基準を要約したもの
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と認められる企業会計原則（第３の５）によれば、貸借対照表に記載する資産の価額は、原則

として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならないこととし、有形固定資産の

取得原価には、原則として、当該資産の引取費用等の付随費用を含めることとされている。 

 施行令５４条１項１号は、固定資産のうち減価償却資産の取得価額の範囲について、①当該

資産の購入代価（引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入の

ために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額）及び②当該資産を事業の用

に供するために直接要した費用の合計額とする旨規定しているところ、これは上記会計慣行を

明文をもって規定したものであり、同項は、借地権等の非減価償却資産の取得価額の範囲につ

いて規定するものではないが、取得価額の範囲について減価償却資産と非減価償却資産とで別

異に解すべき理由はないし、公正妥当な会計慣行からすれば、非減価償却資産の取得価額につ

いても、減価償却資産の取得価額に関する上記規定を類推適用するのが相当である。これと同

様の趣旨から、基本通達７－３－１６の２は、非減価償却資産である固定資産の取得価額につ

いては、別に定めるもののほか、施行令５４条の規定及びこれに関する取扱いの例によると定

め、基本通達７－３－８は、普通借地権の取得価額につき、借地契約に当たり支出した手数料

その他の費用等の付随費用が含まれる旨を定めているが、この定めは上記の趣旨に沿ったもの

で相当であり、事業用定期借地権についても適用されるものと解される。 

 したがって、事業用定期借地権の取得価額には、事業用定期借地権の対価として土地所有者

に支払った金額のほか、基本通達７－３－８に定める付随費用も含まれると解すべきである。 

 なお、借地権の設定は、直接「資産の購入」という概念には当てはまらないが、借地権の取

得価額について施行令５４条１項１号の類推適用を受けるのは、権利金の授受があるなど借地

権設定の対価が明示的に存在するときのみならず、実質的に借地権設定の対価としての意味を

持つ給付が伴うときも含まれるものと解される（近隣の地価よりも比較的高い相当地代が収受

される借地契約であっても、借地権の対価としての意味を持つ給付がされないとは限らない。）。 

(2) これを本件についてみるに、本件契約によれば、本件定期借地権は事業用定期借地権と認

められ、原告は、本件契約に当たり、Ｄに対し、権利金を支出した事実はないものの、本件地

代の６か月分に相当する額８０８８万円を敷金として無利息で差し入れており、Ｄにおいて、

本件契約が終了し、本件借地の明渡し完了時に同金員を原告に返還するまでの間、上記敷金の

運用益を得ることができることとなる。 

 このように、原告は、賃貸人たるＤに対して、本件定期借地権の取得に伴い直接的な対価と

しての支出をしていないものの、本件契約に基づき無利息の敷金を差し入れることにより、Ｄ

に経済的利益を与え、事業用定期借地権を現実に取得したということができ、上記敷金は借地

権の対価に当たるから、施行令５４条１項１号が類推適用され、取得価額の範囲については基

本通達７－３－８に従うこととなる。 

 そして、本件仲介手数料は、原告が、本件契約に際して、Ｆ社がその媒介をしたことに対す

る対価として同社に支払ったものであり、借地契約に当たり支出した手数料であって、本件定

期借地権の取得に要した付随費用に該当するから、企業会計原則に照らしても本件借地権の取

得価額を構成するというべきである。 

 したがって、本件仲介手数料の額のうち、消費税等の額を除いた１３４８万円は、平成２１

年３月期の所得の金額の計算上損金の額に算入することはできず、借地権の取得価額として資

産に計上しなければならない。 
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(3)ア これに対し、原告は、借地権を設定した土地については、施行令１３８条が適用され、

借地権設定により、土地の帳簿価額に借地権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、

損金の額に算入され、借地権設定により、一個の所有権が、所有権（いわゆる底地権）と借

地権に分割され、土地の一部譲渡と同じ経済効果を持つが、このような借地権割合での土地

の一部購入と同一視できる実態のない本件定期借地権の設定には施行令５４条１項１号の

適用の余地はないなどと主張している。 

 しかし、施行令１３８条は、建物又は構築物の所有を目的とする借地権の設定により、そ

の土地の価額が２分の１以上下落する場合に、借地権の設定者がその土地の帳簿価額の一部

を譲渡原価として損金の額に算入することを定めたものであるから、借地権設定により土地

の所有権が底地権と借地権とに分割されるなどという原告の上記主張は、同条を正解しない

ものであって、前提において失当である。また、上記規定は、借地権の設定者の譲渡損益の

計算に関する規定であり、借地権の取得価額とは関係ないから、借地権の取得価額の適否を

判断する根拠とはならない。 

 イ 次に、原告は、事業用定期借地権を設定した場合は、借地権割合が零となるから、「購入

した資産」と評価できないと主張しているが、事業用定期借地権においても借地権価格は発

生し、借地権割合を算定できなくても、借地権の価値が借地権設定時に存在することが否定

されるものではない。 

 ウ そして、原告は、企業会計上資産として計上すべき本件定期借地権の価額がない以上、

本件仲介手数料は、当然に取得価額を構成するものではないと主張している。 

 しかし、権利金を授受する場合には、賃借人はその権利金の対価を借地権勘定として資産

に計上することとなり、保証金や敷金を授受する場合には、その保証金等を預け金勘定とし

て資産に計上することとなり、いずれの場合も、賃借人が借地権を取得する一方で、賃貸人

が借地権設定による経済的利益を享受していて、経済的効果に変わりはない。これを、原告

の上記主張によれば、「権利金」名目で対価を支払うか否かによって、借地権を取得するた

めに要した費用が一時の損金の額に計上できるか否かを左右されることとなり、著しく不合

理である。 

 また、施行令１３９条２項は、借地権等の設定に当たり、特に有利な条件による金銭の貸

付けその他特別の経済的な利益を受ける場合には、その特別な経済的利益についても借地権

の取得価額に含めることとしており、この経済的利益を貨幣的に評価する場合もあるところ

であり、基本通達１３－１－１０は、上記の「特に有利な条件による金銭の貸付け」につい

て、地代の３か月分相当額を超える保証金、敷金等の名義による金銭を収受している場合が

これに該当するとしている。 

 本件定期借地権は、施行令１３８条１項に規定する借地権の設定により地価が著しく低下

する場合に該当せず、同条２項の適用はなく、特別な経済的利益を貨幣評価することは強制

されないものの、原告は、本件契約において、敷金として地代の１２か月分に相当する金額

を支払うこととして、本件定期借地権設定に当たり、地代の３か月分相当額を優に超える金

額を無利息で貸し付けているに等しく、このような特別の経済的な利益を借地権設定の対価

に当たるといえないわけではない。 

 そうすると、本件定期借地権の設定に当たり権利金が授受されていなくても、上記(2)の

とおり、原告は、本件契約により敷金を差し入れて本件定期借地権を取得したのであるから、
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施行令５４条１項１号が類推適用されるというべきである。 

 エ さらに、原告は、本件更正処分等は、２０年間にわたって仲介手数料を経費処理するこ

とを否定し、２０年先の借地の返還時まで損失処理を先延ばしさせるものであるなどと主張

している。 

しかし、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準を要約した企業会計原則においても、

固定資産の取得価額には取得に要した付随費用が含まれるとされているのであるから、借地

権を取得するのに要した費用である本件仲介手数料は企業会計原則に照らしても全額損金

経理すべきものではない。また、定期借地権においては、① 強行法としての借地借家法等

による借地権の保護（法的保護利益）は特約により排除され得るし、② 借地権の需給不均

衡により発生する付加価値（付加価値利益）も市場性の点で普通借地権よりやや劣るものの、

③ 権利金の支払その他土地の価値の維持、増加に借地人の寄与・貢献が存在することに起

因する利益（寄与配分利益）自体は、定期借地権終了後も借地人に帰属・配分されるべきも

のとして残存することになるから、定期借地権が期間満了により消滅した場合、借地権の価

値を評価して清算がされることも否定できない。また、借地借家法は、事業用定期借地権に

ついて、同法１９条の土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の適用を排斥しておらず、借地権

の設定された土地の上の建物を譲渡する場合、地主の承諾の下、賃借権の譲渡、転貸を可能

としており、本件契約でも、Ｄの書面による承諾があった場合には、本件定期借地権の一部

又は全部の第三者へ譲渡、転貸できるから、本件定期借地権につき、借地権の対価として支

払った金額を回収することもできる。 

したがって、本件契約の期間満了時の借地権の価値の清算や借地権の対価として支払った

金額の回収の途が残されている以上、本件更正処分等によって、損失処理を２０年も先延ば

しさせるものであることなどをいう原告の主張は理由がない。 

 オ よって、原告の上記主張は、いずれも理由がない。 

(4) したがって、本件仲介手数料の額のうち消費税等の額を除いた１３４８万円につき、借地

権の取得価額に含めるべきものであって損金の額に算入されないとして、平成２１年３月期の

所得金額に加算した本件更正処分は適法であり、これにより原告が新たに納付すべき法人税額

６７０万８９００円については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の

基礎としなかったことに、通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があるとも認められな

いから、本件賦課決定も適法である。 

（原告の主張の要旨） 

(1) 借地権の取得価額の取扱いを定めた直接の規定はないため、施行令５４条の規定によらざ

るを得ないが、同条１項１号は、「購入した減価償却資産の取得価額」と規定されているとこ

ろ、本件定期借地権は、貨幣額で合理的に測定できないものであり（むしろ、本件定期借地権

は、① 契約の更新ができないこと、② 建物の再築による期間延長ができないこと、③ 原

状回復義務があること、④ 建物買取請求権がないこと、⑤ 借地における事業が制限される

こと、⑥ 契約解除等に伴う違約金が多額であることなどの普通借地権に比して大きな義務を

負担しており、これらの事情からすれば、本件定期借地権の法人税法上の価額を零とするのも

不合理ではない。）、法人税法上の「資産」に当たらないし、「購入」の字義的な意味からすれ

ば、売買（本件においては事業用定期借地権設定）が約され、代金額が明示されることが不可

欠な要素であるところ、本件契約においては借地権の対価は支払われておらず、「購入」にも
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当たらない。 

もっとも、借地権割合での土地の一部購入と同一視できる実態がある場合には、同号の適用

の余地があるが、借地権を設定した土地については、土地の帳簿価額に借地権の価額の占める

割合を乗じて計算した金額は損金の額に算入されるという施行令１３８条が適用されるとこ

ろ、借地権設定により一個の所有権が所有権（いわゆる底地権）と借地権に分割され、土地の

一部譲渡と同じ経済的効果を持つので、借地権は購入した資産と評価できる。しかし、借地権

割合零の本件契約の場合は、定期借地権を購入した資産と評価することはできず、本件契約に

は借地権割合での土地の一部購入と同一視できる実態がないから、施行令５４条１項１号の適

用の余地はない。 

 また、施行令５４条１項１号は、当該資産の購入のために要した費用は、購入の代価に加算

すると規定しているところ、「加算」とは、取得価額に当該資産の購入のために要した費用を

加えることであり、対価の支払がなく、取得価額が零の本件契約の場合には、資産の購入に要

した費用が発生する余地はない。仲介手数料も当然に取得価額を構成するものではないところ、

借地権の対価として支払った金額がない本件契約においては、加算する対象の貨幣的評価額が

ないので、本件仲介手数料は取得価額に含まれない。 

 さらに、本件更正処分等は、２０年間にわたって仲介手数料を経費処理することを否定し、

２０年先の借地の返還時まで損失処理を先延ばしさせるものであって、このため、土地を使用

する結婚式場・披露宴会場の運営事業に対し、課税が先行する不合理を生じさせ、収益とその

原価の対応という法人税法２２条３項の所得金額の計算原理（費用収益対応の原則）に違背す

る結果をもたらす。 

 そして、基本通達７－３－８の定めが合理的なのは、対価として支払った金額及び借地契約

に当たり支出した手数料その他の費用の額を借地権の転売によって回収することができ、又は

土地所有者から立退料名目で代価を得る時点で一括回収することができることによるもので

あるところ、本件定期借地権は、転売できるような資産価値もなく、立退料も一切支払われな

い契約となっているため、費用を回収することは不可能であるから、上記通達は本件には妥当

しない。 

よって、本件仲介手数料を本件定期借地権の取得価額とする本件更正処分は違法であり、こ

れを前提としてされた本件賦課決定も違法である。 

(2) 被告は、原告が無利息の敷金を差し入れることによりＤに経済的利益を与えており、これ

が借地権の対価に当たると主張している。 

しかし、敷金の法的性質は、賃貸借契約終了の際、賃借人に債務不履行があるときは当然に

その債務の弁済に充当され、債務不履行がなければ返還するという停止条件付き返還債務を伴

う金銭所有権の移転であり、借地権の対価というべき経済的利益の提供には該当しない。また、

法人税法上、会計処理上、敷金の差入れによる経済的利益の額を計算したり、収益に計上する

とか、資産に計上するとかの規定や取扱いは特にない。 

 本件契約に基づく敷金の差入れも上記の一般的な敷金の差入れと同様に借地権の対価とい

うべき経済的利益の提供には当たらないから、被告の上記主張は理由がない（なお、国税庁と

しても、定期借地権設定時に、定期借地権者が借地権設定者に対し、借地に係る契約期間の賃

料の一部又は全部を一括前払の一時金として支払うこととした場合で、定期借地権者が前払費

用、借地権設定者が前受収益と経理することとしたときには特別の課税関係が生じないとして
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おり、この国税庁の取扱いと被告の主張は矛盾している。）。 

また、被告は、施行令１３８条２項や基本通達１２－１－１０を引用しているが、これは、

借地権設定者の譲渡損益に関する規定であり、借地権設定により土地の価額が５０％以上低下

したかどうかの判定に限って適用される規定であり、本件とは関係がない。 

 よって、被告の上記主張は、いずれも理由がない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本件仲介手数料は本件定期借地権の取得価額を構成し、損金に算入されないか否かについて 

(1) 法人税法２条２２号及び施行令１２条は、法人税法上の固定資産について、土地（土地の

上に存する権利を含む。）、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう

と定めており、事業用定期借地権を含む借地権は「土地の上に存する権利」に当たり、固定資

産として土地と同様の取扱いを受けることになる（非減価償却資産とされ、これに投下した費

用は、借地権の消滅や譲渡等に際して除却損失や譲渡原価等として損金算入させることにな

る。）。 

 また、法人税法は、資産の取得価額や損金の算入に関して個々具体的な個別的規定を定めて

いるものの（同法２９条ないし６０条の３）、事業用定期借地権の設定に際して支出した仲介

手数料が当該事業用定期借地権の取得価額を構成するか、そうではなく支出した事業年度の損

金に算入されるべきかについては、具体的な明文の規定を定めておらず、一般的規定として、

法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年

度の損金の額を控除した金額とすることとされているところ（同法２２条１項）、同法は、法

人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき当該事業年度の

収益に係る原価、費用、損失の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計

算されるものとすると定めるにとどまっている（同条３項、４項）。したがって、これらの定

めからすれば、上記のような事業用定期借地権設定の際の仲介手数料が事業用定期借地権の取

得価額を構成するか、そうではなく支出した事業年度の損金に算入されるべきかについては、

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準や上記個別規定に現れた法の政策的・技術的配慮

をしんしゃくして解釈すべきである。 

まず、一般に公正妥当な会計処理の基準を要約したものと認められる企業会計原則によれば、

貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しな

ければならないとされ（第３の５）、このうち、有形固定資産（建物、構築物、機械装置、船

舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建物仮勘定等）の取得原価には、原則として当該資産

の引取費用等の付随費用を含めるとされ、無形固定資産（営業権、特許権、地上権、商標権等）

については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもっ

て貸借対照表価額とする（第３の４(一)Ｂ、第３の５Ｄ、Ｅ）と定められている。 

 施行令５４条１項１号は、減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を定めた法人税

法３１条６項の委任を受けて、減価償却資産の取得価額の範囲を当該資産の購入代価（引取運

賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある

場合には、その費用の額を加算した金額）及び当該資産を事業の用に供するために直接要した

費用の額の合計額とすると定めているが、これも、有形固定資産のうち減価償却資産の取得原

価の取扱いに関する企業会計原則を明文で規定したものと解することができる。他方、施行令

は、事業用定期借地権のような非減価償却資産の取得価額の範囲については特に規定していな
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いが、上記企業会計原則にいう無形固定資産（なお、地上権は例示的列挙であって、土地利用

権という点で同様の事業用定期借地権も無形固定資産に含まれるものと解される。）について

も、取得原価についてはまず当該資産の取得のために支出した金額を考慮するものとされてい

て、有形固定資産の取得価額に関する企業会計原則と同様の考え方を採っていることや、減価

償却資産と非減価償却資産はその残存価額の点等で違いは出てくるものの、このことから取得

価額の範囲について違いを生じさせることにもならず、別異に解すべき理由も特に見当たらな

いことからすれば、非減価償却資産である事業用定期借地権についても施行令５４条１項１号

を類推適用するのが相当である。 

 したがって、事業用定期借地権を含む借地権の取得価額には、借地契約の締結に当たり当該

借地権の対価として借地権設定者に支払った金額のほか、借地契約締結に当たり支出した手数

料その他の費用の額も当該資産の購入（有償取得）のために要した費用の額に含まれるものと

解される（これと同旨の解釈を示す基本通達７－３－８柱書き及び(3)の定めも相当なものと

解される。）。 

(2) 上記(1)の観点から前提事実で認定した本件定期借地権等についてみると、本件定期借地権

は事業用定期借地権であり、本件契約の締結に当たり当該借地権の設定の対価として借地権設

定者に支払った金額のほか、本件契約締結に当たり支出した手数料その他の費用の額も本件定

期借地権の購入（有償取得）のために要した費用の額に含まれるものと解されるところ、本件

仲介手数料は、本件契約に先だってその基本合意をした本件予約契約を媒介したＦ社に対し、

本件契約成立時に本件契約の成立を仲介したことに関する手数料ということができ（前提事実

(3)、乙４）、本件契約締結に当たり支出した手数料その他の費用の額に含まれるから、本件仲

介手数料は、本件定期借地権の取得価額に含まれると解すべきであり、平成２１年３月期の損

金の額には算入されない。 

(3)ア これに対し、原告は、本件定期借地権は、貨幣額で合理的に測定できないから、施行令

５４条１項１号にいう「資産」に当たらず、本件定期借地権の設定は代金額が明示されてお

らず対価の支払もないから「購入」に当たらないし（本件定期借地権の設定では、借地権割

合が零となり、資産の購入に当たらないとも主張する。）、そうである以上、費用の「加算」

ということもあり得ないから、本件定期借地権の取得価額の範囲について施行令５４条１項

１号は類推適用されないと主張している。 

 しかし、借地借家法２３条２項の事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有

を目的とし、かつ、存続期間を１０年以上３０年未満とする借地権であり、借地権者の建物

買取請求権は認められず、普通借地権のような更新や期間の延長はないものの、最低存続期

間が保障され、当該期間内において当該土地を独占的に使用収益する権利が保障されている

ものである。このような権利内容からすると、少なくとも他人の土地を借りて、独占的に使

用収益することによって得られる利益又は便益は、借地権の経済的価値を成すものというこ

とができる。本件定期借地権も、「土地の上に存する権利」である以上、法人税法２条２２

号の固定資産として法人税法上の資産に該当するし、本件定期借地権の価額は明らかではな

いものの、その権利内容としても、本件借地を専門結婚式場等の敷地として、当該事業の用

に供して独占的に使用収益する利益又は便益を有するものであるし、これによる相当程度の

収入も見込まれることからすれば、経済的価値を有することは明らかであり、不動産鑑定の

手法を通じて貨幣額上の評価をすることも可能であるから、「資産」に当たらないとの原告
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の主張は理由がない。そして、前掲の企業会計原則においても、権利金等の一時金の授受の

有無にかかわらず、土地利用権である地上権について経済的価値を認めて無形固定資産とし、

その取得価額の範囲を決めているものと解されるし、法人税法や施行令上も特に権利金等の

一時金の授受の有無で取扱いを分ける規定をしていない。 

次に、施行令５４条１項１号は、取得価額のうち「購入の代価」を構成するものとして、

減価償却資産の純粋な購入代金のみに限定しておらず、引取運賃や購入手数料等の諸費用を

加えている上、１号柱書きやその他の関係法令を見ても「購入」の具体的な意義について、

購入時に購入代金の授受がされる取引形態だけに限定する旨の定めは特にない。また、その

他の同項各号をみても、自己の建設等に係る減価償却資産（２号）、自己が生育させた牛馬

等（３号）、自己が成熟させた果樹等（４号）、適格合併等により移転を受けた減価償却資産

（５号）、これ以外の方法により取得した減価償却資産（６号）と定めていて、民法の契約

類型と必ずしも対応していない。以上からすると、施行令５４条１項１号は、購入時に購入

代金が支払われることに着目した規定というよりは、取引の有償性に着目して取引に要した

購入代金やその他の諸費用等を取得価額とするとした規定と解すべきである。 

 そうすると、本件契約のように、定期借地権設定契約の締結時に権利金のような一時金の

授受がされていなくても、当該敷地の使用収益に見合った対価（権利金のような一時金を授

受していない場合に措定される使用収益の対価。いわゆる通常地代）の意味合いを超える額

の地代（施行令１３７条にいう「相当の地代」）やその他の経済的利益の授受がされていて、

定期借地権設定契約全体から定期借地権の設定に対する経済的補償（以下、このように当該

取引全体からみて資産の取得の際の対価と評価できるものを「広義の対価」という。）がさ

れていると評価できる場合も定期借地権設定における有償性が肯定されるものということ

ができ、施行令５４条１項１号を類推適用することができるものと解される。 

 そして、施行令１３８条が、借地権を設定した地主である内国法人について、借地権の設

定により当該土地の価額が２分の１以上下落する場合（当該土地の帳簿価額の一部を借地権

の設定があった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することになる

場合）に該当する場合において（同条１項）、借地権等の設定に伴い、通常の場合の金銭の

貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け（いずれの名義をもってするかを問

わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。）その他特別の経済的な利益を

受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受

ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額を借地

権の設定の対価とすると定めている（２項）ことからすると、法人税法及び施行令は、権利

金等の借地権設定の際に授受される地主において将来返還する必要のない一時金のみを借

地権設定の対価とするとまでは限定しておらず、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特

に有利な条件による金銭の貸付けを受ける場合に、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金

銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額（特別の経済的利益の額）についても、借

地権設定の際に授受される対価を構成するものとして排除していないといえる。経済的にも、

確かに定期借地権設定契約においては、存続期間が満了すれば当該借地は地主に更地で返還

されるため、借地権者は当該借地の使用権、利用権を取得するだけであるから、将来の土地

の価額の上昇があっても、このような値上がり益は地主に帰属するということができるが、

当該契約によって、借地人が借地借家法上一定の保護を受けて権利が強化されていることや
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将来の土地の価額の上昇に応じて地主において現実に地代の値上げができる保障も必ずし

もないことからすると、当該土地の価額がいわゆる底地価額まで下落してしまうという現象

が生じ得るといえる。そして、定期借地権設定契約においては、上記のとおり、借地権者は

当該借地の使用権、利用権のみを取得すると評価できることからすれば、権利金のような地

主において返還の必要のない一時金の授受はされないのが一般的であるものの、定期借地権

の設定により、地主に借地権の存続期間中は当該借地を借地人に使用収益させる法的・経済

的負担を負わせることとなるから、定期借地権の設定の際に、これに対する経済的補償がさ

れることがあり得ることは否定することができないものといえる。ことに、定期借地権設定

契約において授受される保証金や敷金が、契約終了の際の未払地代や原状回復費用の担保と

しての性質だけでなく、地代を前受けした場合のように期限の利益付きの利息負担のない資

金運用に供される性質を有する場合もあり得るところであり、このような資金運用により借

地権設定者が受ける利益が通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による

金銭の貸付けその他特別の経済的な利益に当たるといえるときは、通常の条件で金銭の貸付

けを受けた場合に比して受ける利益の額が、少なくとも上記経済的負担の補償（広義の対価）

に当たる性格を有することは明らかであり、それだけではなく、上記利益の額を直接借地権

設定の対価と評価することも可能であると解される。 

 したがって、原告主張の「対価」とは、施行令５４条１項１号イにいう当該資産の購入の

「代価」（及び基本通達７－３－８にいう「対価」）を意味するのか、それとは離れて一般的

な対価関係を意味するのか不明確であるが、少なくとも事業用定期借地権の設定の際に権利

金等の一時金の授受がされていない場合であっても、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比

し特に有利な条件による金銭の貸付けその他特別の経済的な利益を借地権設定者が受けて

いる場合には広義の対価を受けているといえるから、事業用定期借地権の設定が施行令５４

条１項１号にいう「購入」に直接当てはまらないとしても、同号を類推適用する根拠は失わ

れていないというべきである（なお、原告主張の「対価」が施行令５４条１項１号イにいう

当該資産の購入の「代価」（及び基本通達７－３－８にいう「対価」）を意味するとしても、

その主張は、同号を直接適用することができないことをいうものにとどまる。）。 

 そして、施行令５４条１項１号イは、購入した減価償却資産の購入代価やその他の諸費用

を取得価額に含めるというものであり、同号は資産を「購入」したかどうかという形式に着

目した規定とは解されず、借地権の設定が資産の「購入」の概念に直接当てはまらないから

といって、広義の対価が授受されている取引における資産の取得に類推適用することは否定

されないというべきである。 

 これを本件定期借地権についてみるに、前記のとおり、原告において専門結婚式場等の敷

地として独占的に本件借地を長期間使用収益するというものであって、借地権設定者に借地

人による長期間の使用収益を甘受させ、底地価額の下落といった経済的負担を強いるものと

いえるところ、権利金の授受はされてはいないが、前提事実でも認定したとおり、原告は、

借地権設定者であるＤに対し、本件契約締結日及び工事着工日に、それぞれ地代６か月分に

相当する８０８８万円の合計１億６１７６万円（地代の１２か月分）を敷金として差し入れ

ることとされており、当該敷金に関する契約内容も、敷金返還請求権には、利息が付されず、

Ｄは、本件契約が終了し、本件借地の明渡しが完了したときに、本件契約に基づく延滞賃料、

損害金等の原告の債務が残存するときは、上記敷金で債務の弁済に充当し、残額を原告に返
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還するというものとなっている。このように、敷金の額としても地代の１年分と多額であり、

利息も付されておらず、返還時期も最長２０年と長期間に及ぶことからすれば、上記敷金は、

単なる未払地代や原状回復費用の担保としての性質を有するにとどまるものと断定するこ

とはできず、Ｄにおいて多額の金員を無利息で受領して、長期の返済猶予を得て資金運用す

ることができるものと評価し得るから、上記敷金は、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比

し特に有利な条件による金銭の貸付けに該当し得る（なお、上記経済的利益については、本

件更正処分等において、借地権設定の対価に当たるとして施行令５４条１項１号を類推適用

して「代価」とすることまではされていないが、少なくとも広義の対価には該当する。本件

では、施行令１３８条１項にいう借地権の設定により借地の地価が著しく低下する場合に該

当しないため、同条２項が直接適用されることはなく、法人税法上、上記経済的利益を貨幣

評価して経理処理することは求められておらず、したがって、地主側において、上記経済的

利益につき、借地権設定の対価に当たる益金として課税されなかったため、借地権者である

原告側においても、上記経済的利益が施行令５４条１項１号イにいう購入の「代価」として

顕在化しなかったにすぎない。）。 

 したがって、Ｄが上記の資金運用によって通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比し

て受ける利益（差額的利益）が存在し得るところ、これが本件定期借地権の設定の広義の対

価に該当することは明らかであるから、本件定期借地権の設定（取得）につき施行令５４条

１項１号の類推適用をすることは許されるものというべきであり、原告の上記主張は理由が

なく、採用することができない。 

イ また、原告は、本件更正処分等は、２０年先の借地返還時まで仲介手数料の損失処理を先

延ばしさせるものであり、原告の事業に対し、課税先行の不合理を生じさせ、費用収益対応

の原則に違反すると主張している。 

しかし、費用収益対応の原則とは、権利義務の確定により同一事業年度に帰属する収益及

び費用について、収益に対してそれを獲得するために要した費用を対応させて同年度の利益

を決定することをいうところ、事業用定期借地権は専ら事業の用に供する建物の所有目的の

借地権であり、事業用定期借地権は、当該事業を営む者にとっては、長期間にわたって収益

を生み出す源泉であって、その取得に要した取得価額は、将来の収益に対する費用の一括前

払の性質を有することができ、このような事業用定期借地権の資産としての性質を上記原則

に照らしてみれば、取得の年度に一括して費用に計上すべきではなく、借地期間の満了時に、

もはや事業を営むことができなくなり、事業用定期借地権の価値が減価することによって取

得時の費用が現実化するというべきである。 

 したがって、原告の主張は理由がなく、採用することができない。 

２ 本件更正処分等の適法性 

 以上のとおり、本件仲介手数料の額のうち、消費税等の額を除いた１３４８万円を本件定期借

地権の取得価額を構成するものとしてされた本件更正処分は適法であり、これにより原告が新た

に納付すべき法人税額６７０万８９００円については、本件全証拠をみても、その計算の基礎と

なった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに通則法６５条４項に規定する

「正当な理由」があるとも認められないから、本件賦課決定も適法である。 

第４ 結論 

以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につい
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て、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 兌野 昌彦 

 裁判官林史高は、差し支えのため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 川神 裕 
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別紙１－１～２及び別表４－１ 省略 
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（別紙３） 

本件更正処分等の経緯 

区分 年月日 所得金額 納付すべき法人税額 過少申告加算税の額

確定申告 21・６・30 2,279,873,310円 682,558,000円 －

更正処分 22・７・30 2,302,236,085円 689,266,900円 670,000円

審査請求 22・９・17 2,279,873,310円 682,558,000円 0円

審査裁決 23・４・６ 棄却 

以上 
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（別紙４） 

被告主張に係る本件更正処分等の根拠及び計算 

 原告の平成２１年３月期の法人税の所得金額及び納付すべき税額並びに本件賦課決定に係る過少申

告加算税の額の計算過程は以下のとおりである。 

１ 法人税の所得金額及び納付すべき税額 

(1) 所得金額（別表４－１⑤欄） ２３億０２２３万６０８５円 

 上記金額は、次のアの金額にイの金額を加算した金額である。 

ア 申告所得金額（別表４－１①欄） ２２億７９８７万３３１０円 

上記金額は、原告が平成２１年６月３０日に緑税務署長に提出した確定申告書に記載された所

得金額と同額である。 

イ 所得金額に加算される金額（別表４－１④欄） ２２３６万２７７５円 

上記金額は、次の(ア)及び(イ)の金額の合計額である。 

(ア) 交際費等の損金不算入額（別表４－１②欄） ８８８万２７７５円 

 上記金額は、原告が、Ｃグループ創業５０周年記念大会に係る宴会費として支出した費用で

あり、租税特別措置法（平成２１年法律第６１号による改正前のもの）６１条の４第３項に規

定する交際費等に該当するため、同条１項により平成２１年３月期の損金の額に算入されない

金額である。 

(イ) 支払手数料のうち損金の額に算入されない額（別表４－１③欄） １３４８万円 

 上記金額は、原告が、専門結婚式場等の建設を目的として賃貸人と本件定期借地権設定契約

を締結した際に、仲介業者に支払った仲介手数料を損金の額に算入（勘定科目は「支払手数料」

である。）していた金額であり、本件契約により設定された定期借地権の取得価額に含めるべ

き金額であるから、平成２１年３月期の損金の額に算入されない金額である。 

(2) 所得金額に対する法人税額（別表４－１⑥欄） ６億９００３万０８００円 

 上記金額は、上記(1)の所得金額（国税通則法。以下「通則法」という。）１１８条１項の規定に

基づき１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額）に法人税法６６条１項及び２項（平成２２年

法律第６号による改正前のもの）に定める税率１００分の３０（ただし、所得金額のうち８００万

円以下の金額については１００分の２２）を乗じて計算した金額である。 

(3) 控除所得税額等（別表４－１⑦欄） ７６万３８７４円 

上記金額は、上記確定申告書に記載された控除所得税額等の金額と同額である。 

(4) 納付すべき法人税額（別表４－１⑧欄） ６億８９２６万６９００円 

上記金額は、上記(2)の金額から上記(3)の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規定に基

づき１００円未満の端数を切り捨てた後の金額）である。 

(5) 既に納付の確定した本税額（別表４－１⑨欄） ６億８２５５万８０００円 

上記金額は、上記確定申告書に記載された差引所得に対する法人税額と同額である。 

(6) 差引納付すべき法人税額（別表４－１⑩欄） ６７０万８９００円 

上記金額は、上記(4)の金額から上記(5)の金額を差し引いた金額（通則法１１９条１項の規定に

基づき１００円未満の端数を切り捨てた後の金額）であり、本件更正処分により原告が新たに納付

すべき法人税額である。 

２ 過少申告加算税額 ６７万円 
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 上記１の法人税額を基にすると、本件更正処分により原告が新たに納付すべき法人税額６７０万８

９００円となり、本件更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、原告が新たに納付すべき

こととなった法人税額６７０万円（ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金

額を切り捨てた後の金額）に対して１００分の１０の割合を乗じて算出した金額６７万円となる。 

以上 


